
【がん原性物質の作業記録の作成・保存について】

令和4年12月26日、厚生労働省よりがん原性物質を定める告示がありました。
「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規程に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について
（基発1226第4号）」

がん原性物質とは…
国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1（区分1Aまたは区分1Bを含む）に該当する物。
（エタノール及び特化則の特別管理物質を除く）

がん原性物質保有研究室向け（R5.10）

＜大学内で保有・取扱いが確認されたがん原性物質＞
N,N-ジメチルホルムアミド、アクリルアミド、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、エトポシド、塩化カドミウム（2.5水和物）、塩基性酢酸鉛（Ⅱ)、
カドミウム、酢酸カドミウム（二水和物）、酢酸ビニル、酸化カドミウム、シクロスポリン、シクロホスファミド一水和物、硝酸カドミウム・四水和物、
炭酸カドミウム、発煙硫酸、フェニルヒドラジン、硫酸カドミウム、硫酸ジメチル
※青字：R6.4.1適用分
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対象物質を取り扱う場合、その業務の作業記録を作成し、30年間保存しなければならない。（R5.4.1施行）

有害性区分 判定基準

区分1 ヒトに対する発がん性が知られている、あるいはおそらく発がん性がある化学物質
（個々の化学物質は、さらに1A及び1Bに区別されることもある）

区分1A ヒトに対する発がん性が知られている化学物質（ヒトにおいて発がん性が認められると明確に分類されている物質）

区分1B ヒトに対しておそらく発がん性がある化学物質（動物実験において、発がん性の十分な証拠があると考えられる物質）

区分2 ヒトに対する発がん性が疑われる化学物質

令和5年4月1日適用分：121物質、令和6年4月1日追加分：77物質
※資料：【文書管理】341環境保全センター→薬品管理資料→がん原性物質関連



1.安全データシート（SDS）における表示 （例：塩化カドミウム2.5水和物）
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2.薬品管理ソフトでの表示
今回の告示への対応に伴い、下記の内容で薬品管理ソフトの運用を一部変更いたします。

安がん〇「安衛法（がん原性）」の追加に伴う表示アイコンの追加

※検索結果の一覧や新規登録時の容器情報等の法令情報項目にも反映されます。
※表示アイコンの追加作業はR5.10.16実施。

3



3.がん原性物質の登録
がん原性物質を購入した際は、毒劇物と同様、使用量管理が必須となります。
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【薬品管理ソフトへの登録方法】

「在庫登録」を選択

※使用量管理は「必須」を選択

必要事項を入力



4.作業記録の作成方法
がん原性物質を常時取り扱う場合は、下記の内容について作業記録の作成、及び30年間の保存が求められます。
1.作業者の氏名
2.作業内容（使用した物質名、作業の内容）
3.作業期間（作業日時）
4.対象物質の使用量（mLやgで管理）
5.がん原性物質により著しく汚染された事態の概要、及び講じた応急の措置の概要

【薬品管理ソフトを用いた記録の作成例】

「容器処理」より
「使用量入力」を選択
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プルダウンより
「研究・教育」を
選択

作業内容を入力

使用量

作業者の氏名

作業日

必要事項の入力


